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市勢 令和５年１０月１日現在

面積 ７５７．２ ｋ㎡

人口 ３２１，７３９人

世帯数 １４３，０４３世帯

保護の実施体制
福祉事務所長（保健福祉部長）

生活支援課長

給付係 … 課長補佐兼係長１人、係員7人、

会計年度任用職員３人（医療・保護決定事務補助）

保護係１班 … 課長補佐兼係長１人、地区担当員４人

保護係２班 … 係長１人、地区担当員６人、

会計年度任用職員４人（就労支援・警察連携）

保護係３班 … 係長１人、地区担当員７人

保護係４班 … 係長１人、地区担当員６人

保護係５班 … 係長１人、地区担当員６人

保護係６班 … 係長１人、地区担当員６人

会計年度任用職員1人（支援給付）

郡山市の概況

生活保護の状況

被保護世帯数 ２，８１５世帯

被保護人員 ３，３６３人

保護率 １０．４５‰



郡山市の被保護者の状況

【医療費】

• 精神疾患が突出して多い。
• 生活習慣病は、糖尿病、高血圧、
脳梗塞、 虚血性心疾患、脂質
異常の順に多い。

【年齢階層別生活習慣病有病率】

• １０歳代まではほぼ同率。２０歳代から差が出始め生保が高くなり、４０歳代後半からその差
が縮まる。６５～６９歳で逆転して国保・後期高齢が高くなる。

• 生活習慣病有病率の上昇開始年齢は、生保は３０～３４歳、国保は４０～４４歳で生保は若
いうちから生活習慣病にり患するものが多い。

順位 生保 国保

1 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 その他の悪性新生物＜腫瘍＞

2 糖尿病 糖尿病

3 その他の神経系の疾患 腎不全

4 その他の消化器系の疾患 高血圧性疾患

5 その他の心疾患 その他の神経系の疾患

6 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類
されないもの

その他の心疾患

7 高血圧性疾患 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害

8 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） その他の消化器系の疾患

9 アルツハイマー病 脂質異常症

10 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 気管、気管支炎及び肺の悪性新生物



【事業実施にあたっての葛藤】
• 検査値ではなく「本人の頑張り」を評価したい。→頑張りってどう数値化できるんだろ？頑張りを数値化できたとしても、
いくつから「頑張った」ことになるんだろ？

• 情報収集にならないのは「福祉事務所から意見されたくない」「自分は悪くない」という意識が働いたから？そもそも自分
の健康に関心がなく保健師の話など「どうでもいい」レベルなのではないか？

• 健康に関心はなくても「死ぬまで元気でいたい。」という気持ちはある。健康寿命を全うするためには体のメンテナンスが
必要。その入り口として自分の健康に興味を持ってもらうことから始めよう。

→ 受診勧奨を重点的に取り組もう。

受診勧奨重点化に至る経緯

【実際の保健指導の場面】
• 「いろいろ」「家にあるもの」 「あちこち」 「毎日違う」 → 生活状況が見えず本人に合わせた指導ができない。

• 「毎日、腹筋５００回やってる」「毎日３５０００歩運動している」 → 本人の情報の信憑性に欠ける。

その人の生活に合った改善策が立てられない → 生活習慣が変わらない！



健康管理支援事業構成

取組方策 ア 健診受診勧奨
イ 医療機関

受診勧奨
ウ 保健指導

・生活指導
オ 頻回受診指導

生活保護法

生活指導

熱中症予防
冬季の感染症予防

頻回受診指導

健康増進法

特定・後期高齢者健診
がん検診

歯周疾患検診
骨粗鬆症検診

特定・後期高齢者健診
要医療受診勧奨
がん検診精検勧奨

特定保健指導
健診事後指導

母子保健法
１．６歳健診受診勧奨
３歳児健診受診勧奨

１．６歳健診精検勧奨
３歳児健診精検勧奨

健診事後指導
健診事後指導

学校保健安全法 治療券受診勧奨



特定健診・後期高齢者健診・がん検診 １

【健診受診勧奨 保健師】

• 対 象 ４０歳以上の世帯

• 送付時期 ５月、１０月

【健診受診勧奨 CW】
• 対 象 ４０歳以上の就労者

• 勧奨時期 定期訪問、来所時等

特定健診と肺がん検診はセットで受けるよう説明

【その他】

就労相談時に就労支援員からも受診勧奨

【アウトカム評価】

特定健診受診率 １０％



特定健診・後期高齢者健診・がん検診 ２

【医療機関受診勧奨】

• 受診者名簿
月１回 保健師が保健情報管理システムから抽出

• 特定・後期高齢健診の判定区分「受診勧奨」
保健師作成のチラシと市販のリーフレットを送付

• がん検診の「要精密検査」
保健師が意見書発行を確認しつつ電話で受診勧奨及び健康相談

【アウトカム評価】
医療機関受診率 ５０％



特定健診・後期高齢者健診・がん検診 ３

【保健指導】

• 特定保健指導
案内チラシを送付

期間 月１回 ６か月

• 健診事後指導
健診判定「受診勧奨」「要指導」に
対し健康相談

【アウトカム評価】

生活習慣の目標設定 ８０％



歯周疾患検診

【健診受診勧奨】

• 対 象

４０、４５、５０、５５、６０、６５、
７０歳になる方

• 送付時期
６月頃

• 送付内容
生活支援課作成のお知らせ

保健所作成のチラシ

【アウトカム評価】
検診受診率 １％



骨粗鬆症検診

【健診受診勧奨】

• 対 象

４０、４５、５０、５５、６０、６５、
７０歳になる女性

• 送付時期
１０月頃

• 送付内容
生活支援課作成のお知らせ

保健所作成のチラシ

【アウトカム評価】
検診受診率 ５％



１歳６か月児健診・３歳児健診
【受診状況の確認】

月１回 保健師が母子保健情報管理システムで確認

【健診受診勧奨】

健診未受診の場合、児童の保護者に保健師が電話勧奨

【医療機関受診勧奨】

受診を勧められた場合は保健師が電話勧奨

【保健指導】

経過観察の場合はCW同行訪問で発達状態を確認
こども部局の相談事業、医療機関の予約援助、療育に繋
げる

【アウトカム評価】

健診受診率 ８０％



小中学校の定期健康診断

【医療機関受診方法の周知】
• 対 象 義務教育の子どもの保護者

• 送付内容 生活支援課作成のチラシを郵送

【治療券対象者への受診勧奨】
• 対 象

治療券(学校医療券)が発行された児童生徒の保護者
• 方 法

保健師が保護者に電話で受診勧奨

医療機関に治療内容・期間等の説明

【アウトカム評価】
医療機関受診率 ５０％



生活習慣病治療中断者への指導

【対象者の選定】
• レセプトシステムから糖尿病、高血圧、脂質異常の7か月間のデータを抽出
• 絞り込み → 保護廃止・停止、直近で請求があった、医療機関変更等を除外

半年以上、通院を中断している被保護者が対象

【医療機関受診勧奨】
• 担当CWと同行訪問、または来所時CW同席のうえ健康相談

【時 期】
• ６月中旬に担当CWに依頼、６～９月頃に指導

【アウトカム評価】
通院再開率 ７０％



全体的な周知啓蒙

【熱中症予防】
• 時 期 ５月

• 内 容

生活支援課作成のチラシ

環境省熱中症予防チラシ

【感染症予防】
• 時 期 １０月

• 内 容

生活支援課作成のチラシ



【頻回受診】

• 対象者の選定(６月～９月診療分)
→ 保健師

• マニュアルに沿った指導
→ CW

《アウトカム評価》

指導開始後６か月以内の頻回受診解消率

１００％

健康管理支援事業 その他

【保健指導】

• 健診の事後指導
特定健診、がん検診

１歳６か月児健診、３歳児健診

• 問題ケース、その他の健康相談
《アウトカム評価》

• 特定健診
生活習慣の目標設定 ８０％

• １歳６か月児健診、３歳児健診
保護者の対応の変化率 ５０％



医療扶助適正化
【後発医薬品使用推進】

・４月 指定医療機関(医科、歯科、調剤薬局)へ保健師が協力依頼
・９月 希望して先発品を使用している受給者の抽出選定は保健師、指導は担当CW

【長期入院】

・抽出、嘱託医審査は保健師、要検討事例は担当CW対応

【医療要否意見書】

・他法活用(精神の自立支援医療費助成、指定難病医療費助成)
・重複受診や重複服薬の可能性は医療扶助担当職員、レセプト点検職員と相談の上、CWが対応



今後の検討事項

１．２０～３０歳代に向けた自分の健康管理の周知啓蒙

２．主治医と連携した保健指導(糖尿病、慢性腎臓病)

３．適切なアウトカム評価の設定

４．多剤投与者への指導



まとめ

1. 自分の健康チェックを切り口に健康の意識づけを
行うため受診勧奨に力を入れている。

2. 健診結果から医療機関受診勧奨や保健指導を行っ
ている。

3. 栄養や運動指導などより専門的な指導内容を必要
とする重症化予防が課題となっている。


